
淀江産業廃棄物管理型最終処分場に係る条例手続の状況について

事業計画書・周知計画書

広 告（42日間） ・ 縦 覧（28日間）

説 明 会

実施状況報告書

意 見 書

合意形成努力 合意形成努力

（必須）

（必要に応じて）事業者の対応が
不十分な場合

事業者の対応は十分だが、
住民の理解が得られない場合

住民の理解が
得られた場合

住民の理解が
得られた場合

事業者の対応が
不十分な場合

関係住民は、意見書を提出することが
できます。

事業者は、意見書に対し
見解を示さなければなりません。

合意形成努力 合意形成努力

事業者と関係住民は、相互の立場を尊
重し、相手の意見、見解を理解するよう
努めなければなりません。

県が論点整理等を行い、双方の理解の促進を図ります。

県は、第三者機関（廃棄物審議会）の意見を聴いて、
合意形成に関する結果を審査します。

手 続 終 了

指導・助言

事業者対応・合意不成立通知 合意成立通知 指導通知

意見の調整

合意形成通知指導通知

許可申請（廃棄物処理法）

事業者が行うもの

県が行うもの

住民が行うもの

見解書

（必要に応じて）

○県条例手続の流れ（鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例）

手続のフロー図

H29.9.19

実施状況報告書提出

H28.11.30

事業計画書提出

H29.1～
条例説明会開催

H29.3 意見書

H29.6 見解書

H29.7 再意見書

H29.8 再見解書

H29.12.20

意見調整申出期限

H29.11.24

合意形成判断

説明会開催の概要、意見書見解書等の
経過、関係住民の理解に関する事業者
の見解等を記載した報告書を県に提出し
ます。

調整終結通知

事業者の対応は十分だが、
住民の理解が得られない場合

R1.5.31

意見調整終結

H30.5.9 意見調整会議(関係住民1名)

H30.5.13 意見調整会議(関係住民5名)

H30.5.22 意見調整会議(関係住民1名)

H30.10.13 意見調整会議(西尾原自治会)

H30.10.28 意見調整会議(関係住民2名)

H30.11.4意見調整会議(下泉自治会)

H30.12.16 意見調整会議(下泉自治会)

H31.3.10 意見調整会議(下泉自治会)

R1.5.19 意見調整会議(関係住民1名)

【廃棄物審議会の開催状況】
H28.12.16 平成28年度第1回（事業計画の概要、今後の条例手続、事前説明の状況等）

H29. 6. 7 平成29年度第1回（条例手続の経過、センター見解書の概要）

H29.11.20  平成29年度第2回（センター実施状況報告書の概要、合意形成に対する県の見解）

H30. 6.12 平成30年度第1回（意見調整会議の概要と判断結果について(5月開催分)）

H30.11.12 平成30年度第2回（意見調整会議の概要と判断結果について（10月開催分））

H31.2.18 平成30年度第3回（意見調整会議の経過と概要について）

H31.4.19 平成31年度第1回（意見調整会議の経過と概要及び最終判断結果について）

R 1.5.27 令和元年度第2回（意見調整会議の経過と概要及び最終判断結果について）
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（今回）R6.1.12 事業計画変更届
※この度の審議会では、変更届に係る手続の
進め方（処理方針）についてご意見を伺う
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